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　本書は、令和５年11月13日現在の施行法令および令和５年11月13日現在において令
和６年４月１日までに施行されることが確定している法令に基づいて作成しております。
　なお、本書刊行後、令和６年４月１日施行の改正法令が成立した場合は、下記ホームペ
ージの法改正情報コーナーに、法改正情報を掲載いたします。
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はじめに

行政書士試験に合格するための最も効率的な学習方法は、正しくメリハリをつけな
がらインプットとアウトプットを反復・継続することです。
本試験では、解答用紙１枚に書き込んだ結果だけで合否の判定が行われます。当た
り前ですが、「たくさん勉強したんです」とか「本当はわかってたんです」と言い訳
する機会はありません。学習した知識を正しく解答用紙に反映させられなければ、合
格点をとることはできません。
「吸収する力」を身につけるための『みんなが欲しかった！行政書士の教科書』と
ペアとなり、「解答する力」を身につけるために必要なのがこの『みんなが欲しかっ
た！行政書士の問題集』です。
本書は、「過去問セレクト」＆「オリジナル演習」で構成されています。行政書士
試験は平成18年度試験から新試験制度に移行しましたので、すべての過去問が重要と
いうわけではありませんが、繰り返し出題される可能性の高いものは復習しておくべ
きとの観点から過去問を選別し、必要に応じてオリジナル問題も盛り込みました。
本書は、左ページに問題を、右ページに解答・解説を収録した見開きスタイルなの
で、問題を解いたら解説を探してという手間が省け、効率よく学習できます。また、
何となく問題を解くよりも、解説を読みながら解答するプロセスを身につけることが
解答力を高めることにつながりますので、見開きはその意味でも有用といえます。
本書は、それなりのボリュームもありますが、基礎・基本の解答力を身につけるの
に適した１冊となるはずです。
ぜひ、本書を手に取り、行政書士試験合格を勝ち取ってください。

　　2023年11月
ＴＡＣ行政書士講座
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① ② ③ ④ ⑤

学 習 日

理 解 度
（○/△/×）

解説

外国人の人権に関する次の文章のうち、最高裁判所の判例の趣旨
に照らし、妥当でないものはどれか。

 1  国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、
憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国
人にまで及ぶものではない。

 2  わが国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障
されているものではない。

 3  政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を
及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でない
と解されるものを除き、その保障が及ぶ。

 4  国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものであ
る以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわ
が国の法体系の想定するところではない。

 5  社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについ
ては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によってこれ
を決定することができる。

問題002 

 1 × 【SEC１ 1外国人の人権】
個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない

自由を有し、国家機関が正当な理由もないのに指紋の押捺を強制することは憲法
13条の趣旨に反し許されません。そして、この自由の保障は、在留外国人にも等
しく及びます（指紋押捺拒否訴訟、最判平7.12.15）。

 2 〇 【SEC１ 1外国人の人権】
在留外国人には、再入国の自由は認められておらず、外国に一時旅行する自由を
保障されているものではありません（森川キャサリン事件、最判平4.11.16）。

 3 〇 【SEC１ 1外国人の人権】
政治活動の自由は、日本の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等
外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、そ
の保障が及びます（マクリーン事件、最大判昭53.10.4）。

 4 〇 【SEC１ 1外国人の人権】
在留外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することは、日本の法体系
の想定するところではありません（外国人職員昇任試験拒否訴訟、最大判平17.1.26）。

 5 〇 【SEC１ 1外国人の人権】
社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、

特別の条約の存しない限り、その政治的判断によりこれを決定することができます
（塩見訴訟、最判平元 .3.2）。

正解… 1

重要度

A 外国人の人権  Ｈ27－3　

肢1・2

具体例にあわせて外国人に人権が認められるかどうかの判例の結論を知っていれば正解を

導き出せます。肢1：指紋押捺を強制されない自由→保障されるから×、肢2：外国に一時

旅行する自由（再入国の自由）→保障されないから○といった感じです。

ワンポイントアドバイス
神田Tの

本書の特長と使い方
本書には、「過去問」と「オリジナル問題」の両方が収録してあります。「過去問題

集」と「演習問題集」を別々に購入する必要もありませんし、この両者に重複した問
題を二度演習するといったムダも発生しません。本書をしっかりこなして、合格レベ
ルの実力をしっかり養ってください。

　本書は、過去問題を中心に一部オ
リジナル問題で補充しながら収録し
ています。過去問題には、本試験の
出題年度・問題番号を記載していま
す。
　H27－３＝平成27年度 問題３

本書の構成
　徹底した本試験の分析をもとに、
出題傾向、科目ごとの特性、出題の
難易度を比較検討し、全300問を収
録しました。
　問題文が長文である文章理解を除
き、１問ずつの見開き構成なので、
問題を解いたら解説を探すという手
間が省け、効率的です。

重要度表示
　出題実績、今後の出題可能性、科
目を理解するうえでの必要性などを
勘案し、各問題には重要度を３段階
で表示しています。
　重要度A → 必ず解く
　重要度B → できるだけ解く
　重要度C → 余裕があれば解く

チェック欄
　各問題に、学習した日と理解度を記入できる表をつけました。
　繰り返し演習することで、苦手分野が明確になるとともに、
何度も間違えてしまう要注意項目（問題）が浮き彫りになりま
す。
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は、日本の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等
外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、そ

及びます（マクリーン事件、最大判昭

在留外国人が公権力の行使等を行う地方公務員
の想定するところではありません（外国人職員昇任試験拒否訴訟、最大判平

上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、
特別の条約の存しない限り、その政治的判断によりこれを決定することが

2）。

ワンポイントアドバイス
　問題を解く際に必要となる注意すべきポイント、重要な関連知識など
を掲載しています。
　問題を解いた後に確認することで、各問題の知識を補強するとともに、
周辺知識の確認ができます。

赤シート
　付属の赤シートで解答・解説を隠
して学習することができるので、と
ても便利です。

　解説は、正誤を○×で示すととも
に、丁寧な解説を掲載しました。
　色太字は選択肢の問題文が正しい
か間違っているかを判断する箇所、
黒太字は重要語句になります。

「教科書」とのリンク
　５肢択一式は選択肢ごと、多肢選択式と記述式は問題ごとに、「みん
なが欲しかった！行政書士の教科書」とのリンクを掲載しています。科
目（編）とCHAPTERはインデックスで確認してください。
　例えば、このリンクは、第１編憲法 CHAPTER ２人権 SECTION１
（人権享有主体）1外国人の人権に記載されていることを表しています。
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受験資格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験することができます。

受験申込み
「郵送による受験申込み」と「インターネットによる受験申込み」とでは、申込手

続が異なります。それぞれ間違いのないよう手続を行ってください。

試験場所
現在のお住まいにかかわらず、全国の試験場で受験できます。受験願書の先着順に

受け付けられます。

試験日及び時間
11月第２日曜日　午後１時から午後４時まで（予定）

試験の科目及び方法

問題�19　国家賠償請求訴訟に関する次の
記述のうち、妥当なものはどれか。

１�　国家賠償を請求する訴訟は、民事訴
訟であるから、その訴訟手続について
行政事件訴訟法が適用されることはな
い。

２�　処分の違法を理由として国家賠償を
請求する訴訟を提起するためには、
………

３　………
４　………
５　………

〈５肢択一式〉
問�題41　次の文章の空欄 ア 〜 エ �
に当てはまる語句を、枠内の選択肢
（１〜20）から選びなさい。
　……憲法は、 ア ・ イ などの制
定権をそれぞれ特別の……

１　主体　　２　内閣　　３　条約

４　権力　　５　慣習法　

６　憲法付属法　　　　　７　機関

８ 天皇　　９　命令　　10　判例

11　公務員　12　法規　　13　国会

14　詔勅　　15　習律　　16　官職

17　内閣総理大臣　　　　18　法律

19　通達　　20　行政各部

〈多肢選択式〉
問�題44　……。この場合、裁判所による判
決は、どのような内容の主文となり、また、
このような判決は何と呼ばれるか。40字
程度で記述しなさい。

（下書用） 10 15

〈記述式〉

行政書士試験の概要

試験科目 内容等 出題形式
行政書士の業務に関し必要
な法令等（出題数46題）

❶憲法、❷行政法（行政法の一般的な法理論、行
政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国
家賠償法及び地方自治法を中心とする。）、❸民法、
❹商法及び❺基礎法学

５肢択一式（40問）
多肢選択式（３問）
記述式（３問）

行政書士の業務に関し必要
な基礎知識（出題数14題）

❶一般知識、❷業務関連法令、❸情報通信・個人
情報保護、❹文章理解

５肢択一式（14問）

※　法令については、令和６年４月１日現在施行されている法令に関して出題される予定です。
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受験手数料
10,400円

受験票の交付
受験票（圧着した郵便はがき）は、例年10月中旬〜下旬に発送されます。受験票

には、受験番号及び試験場等が記載されています。

試験結果の発表と通知
試験結果は、例年、本試験翌年の１月下旬に、合格者の受験番号がセンターの掲示

板に公示されます。センターのホームページにも合格者の受験番号が掲載されます。
なお、公示後、受験者には全員に合否通知書が郵送されます。

合格基準
例年、次の要件をいずれも満たした者が合格とされます。
⑴　 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上

である者
⑵　 行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目の得点が、満点の40パーセント以
上である者

⑶　 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者
（注） 合格基準については、試験問題の難易度を評価し、補正的措置を加えること

があります。

連絡先（問い合わせ先）　一般財団法人　行政書士試験研究センター
所在地　〒102－0082　東京都千代田区一番町25番地　全国町村議員会館３階
電話番号（試験専用）03－3263－7700

⑴　郵送による受験申込み ⑵　インターネットによる受験申込み
①　受付期間 例年、７月下旬から８月下旬まで 例年、７月下旬から８月下旬まで
②　申込方法等 受験願書と一緒に配布される封筒によ

り、郵便局の窓口で「簡易書留郵便」で
郵送してください。受付締切日までの消
印があり、かつ、その日までの受付郵便
局の日附印がある「振替払込受付証明
書（お客さま用）」が貼られている不備
のないものが受け付けられます。受験手
数料は、受験願書の受付期間内に、試験
案内にとじ込まれている専用の振替払込
用紙により必ず郵便局・ゆうちょ銀行の
窓口で払い込んでください。

センターのホームページからインターネ
ット出願画面に接続し、画面の項目に従
って必要事項を漏れなく入力してくださ
い。受験手数料は、申込者本人名義のク
レジットカード、又はコンビニエンスス
トアで払い込みます。
※ 「インターネットによる受験申込み」

には、顔写真の画像データが必要です。
※ スマートフォン、タブレットではお申

込みできません。
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シリーズ紹介と活用法

入
門
書

実
力
養
成

・「オリエンテーション編」で、行政書士という資格と行政書士試験につ
いて、さらっと確認してイメージをつかみましょう。

・「入門講義編」で、各科目の内容をざっと読んで全体像をつかむととも
に、法律学習になれましょう。

₁ 行政書士 合格へのはじめの一歩

・まずは１回、ざっと読ん
で全体像をつかみましょ
う。わからないところが
あっても、どんどん読み
飛ばします。

・本文をじっくり、力を入

・『行政書士の教科書』
の重要な150の論点をピ
ックアップして、見開き
２ページ１論点（項目）
の構成、図表中心でま
とめています。

・『行政書士の教科書』
の１回目を読む段階か
ら、できればSectionご
と、少なくともCHAPTER
ごとに、『行政書士の
問題集』の問題を解き

・最重要判例を中心に、
重要度に応じてメリハリ
をつけながら、憲法・
民法・行政法・商法
の数多くの判例を掲載
しています。

れて読み込みましょう。
・「例題」は必ず解きましょう。できな
いときは、すぐに本文に戻って知識を
確認しましょう。

ましょう。
・できなかった問題は、解説に記載さ
れているリンクをもとに『行政書士の
教科書』に戻って確認しましょう。

₂ 行政書士の教科書

₄ 行政書士の最重要論点150

₃ 行政書士の問題集

₅ 行政書士の判例集

リンク

リンク

本書

ここでは、 TAC出版書籍 （みんなが欲しかった！行政
書士シリーズ） のご紹介と、 その書籍を使った効果
的な学習法について説明します。
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記
述
対
策

直
前
対
策

過
去
問
演
習

・５年分の本試験問題
を、詳細な解説と問題
ごとの正答率とともに、
新しい順に年度別に収
録しています。

・出来具合に一喜一憂す

・実際の本試験問題を
素材にしながら、法令
（等）科目の重要論点
を、選択肢ごとに分解
し、１問１答形式で、
知識を確認できる1冊

ることなく、また解きっぱなしにせず
に、できなかった問題は、『行政書
士の教科書』に戻って復習しましょう。

です。
・選択肢（問題）ごとに、重要度ラン
ク・肢を切るポイントを明示している
ので、メリハリをつけた学習が可能で
す。

₆ 行政書士の５年過去問題集 ₇ 行政書士の肢別問題集

・過去問題を題材にした解法マニュアルと、過去問題＆オリジナル予想
問題が１冊に集約されています。

・一通りの学習が終わって、直前期に40字記述式対策を行われる受験生
が多いようですが、実力養成の学習と同時並行することで、より知識定
着を図ることも可能です。

₈ 行政書士の40字記述式問題集

・出題傾向を徹底分析した予想問題を３回分収録しています。
・問題部分は回数ごとに取り外せるようになっているので、実際の本試験
を意識したシミュレーションを行うことができます。是非とも時間（180分）
を計りながらチャレンジしてみましょう。

₉ 本試験をあてる TAC直前予想 行政書士

合 格 !
ix
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2

憲法は、例年、５肢択一式5問（1問4点）と多肢選択式1問（1問8点）が出題さ
れています（28点）。学習内容は、大別すると「人権」と「統治」になります。「人
権」では裁判所の示した判断である判例の知識を得ること、「統治」では日本国
憲法に書かれている条文の知識を覚えることが学習の中心になります。

 ５肢択一式

人権分野は、「○○○に関する次の1～5の記述のうち、最高裁判所の判例に
照らして、正しいものはどれか」というタイプの問題への対応を意識し、判例
知識の蓄積を学習の中心に置きましょう。判例は、①憲法上の話として何が問
題となっているのか（誰のどんな人権が制約されているか）、②公権力（法律、行政処
分、裁判所の命令など）による制約は果たして妥当といえるのか、行き過ぎた制約
やする必要のない制約になってしまっていないか、といった視点で読んでいく
とよいでしょう。
一方、統治分野では、憲法41条～96条を中心に条文知識を覚えていく必要が

あります。条文暗記にあたっては、「○○の仕事は誰が行っているのか」を意識
するとよいでしょう。例えば、内閣総理大臣を指名するのは国会の仕事ですが、
内閣総理大臣を任命するのは天皇の仕事になっています。主語を正確に覚えて
いれば、問題文の記述に「内閣総理大臣の指名が天皇の仕事である」とあれば、
「×」と判断できます。

 多肢選択式

憲法では、例年1問、多肢選択式の出題があります。多肢選択式は、問題文に
ア・イ・ウ・エの4つの空欄があり、問題文の下欄に書かれている20個の選択
肢の中から空欄を埋めるのに適切なものを選択し、アには１、イには2、ウには
3、エには4というように、その番号をマークする形式です。表現の自由（21条）

をテーマにした問題が多く出題されています。そして、判例を題材にした問題
が出題されることが多いです。多肢選択式対策においても、判例知識を蓄積し
ておくことが有効です。

傾向と対策
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第

1
編

憲 

法SECTIONごとの出題履歴

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

1 

総
論

1 憲法の意味 択 択

2 憲法の基本原理

2 

人 

権

1 人権享有主体 択 択 多 択

2 人権の限界

3 幸福追求権 択 択 択

4 法の下の平等 択 択 択

5 

自
由
権

思想良心の
自由
信教の自由 択 択

表現の自由 多 多 多 多 択 択 択・多

学問の自由 択
職業選択の
自由 択 択

財産権 択 択

人身の自由 択 択

6 受益権 択

7 参政権 択 択

8 社会権 択 択 多

3 

統 

治

1 国　会 択 択 択 択 択

2 内　閣 択 択 択 択

3 裁判所 多 択 択 択 多 択・多

4 天　皇 択

5 財　政 択 択 択

その他総合問題 択 択 択 択 択
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① ② ③ ④ ⑤

学 習 日

理 解 度
（○/△/×）

憲法の概念に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 1  通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手続
で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のように
頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分
類される。

 2  憲法の定義をめぐっては、成文の憲法典という法形式だけでなく、国
家統治の基本形態など規定内容に着目する場合があり、後者は実質的意
味の憲法と呼ばれる。実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式を
とって存在することもある。

 3  憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自ら
を拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみならず国
民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。

 4  憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力が
認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備えるが、
判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内法として
憲法より強い効力を有する。

 5  憲法には通常前文が付されるが、その内容・性格は憲法によって様々
に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法
規範性を有しないと一般に解されている。

問題001 

重要度

B 憲法の概念  H29－7　
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総

 論

CH
1

第

1
編

憲 

法

解説

 1 ×	 【SEC２	3憲法改正】
ドイツやフランスのように憲法が頻繁に改正されていても、法律より改正が困難

であるものは「硬性憲法」に分類されます。

 2 〇	 【SEC１	1憲法とは】
憲法には、形式的意味の憲法や実質的意味の憲法といった分類があります。成文
の憲法典という法形式をとるかどうかではなく、国家統治の基本形態などその内容
に着目する分類は実質的意味の憲法と呼ばれています。この意味での憲法は、成文
の憲法典以外の形式をとって存在することもあります。

 3 ×	 【SEC１	2憲法の最高法規性】
憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」と規定しており、ここに国民は含まれて
いません。

 4 ×	 【SEC１	2憲法の最高法規性】
憲法98条は「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命

令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
と規定しており、ここに「条約」が含まれていないことから、条約と憲法の上下関
係が問題となりますが、憲法の方が条約よりも優位すると考えられており、条約は
国内法として憲法より強い効力を有するとはいえません。

 5 ×	 【SEC２	1憲法の三大原理】
憲法前文も憲法の一部ですから、単なる政治的宣言にすぎないものではなく、法

規範性を有しています。

正解… 2

肢2

日本の場合、日本国憲法の成文の法形式をとっているので形式的意味の憲法ともいえますし、

内容は国家統治の基本形態を規定しているので実質的意味の憲法ともいえます。なお、イ

ギリスは、不文憲法の国と呼ばれ、実質的意味の憲法は有しますが、形式的意味の憲法

は有していないといわれています。

ワンポイントアドバイス
神田Tの
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① ② ③ ④ ⑤

学 習 日

理 解 度
（○/△/×）

外国人の人権に関する次の文章のうち、最高裁判所の判例の趣旨
に照らし、妥当でないものはどれか。

 1  国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、
憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国
人にまで及ぶものではない。

 2  わが国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障
されているものではない。

 3  政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を
及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でない
と解されるものを除き、その保障が及ぶ。

 4  国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものであ
る以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわ
が国の法体系の想定するところではない。

 5  社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについ
ては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によってこれ
を決定することができる。

問題002 

重要度

A 外国人の人権  Ｈ27－3　
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人

 権

CH
2

第

1
編
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法

解説

 1 ×	 【SEC１	1外国人の人権】
個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない
自由を有し、国家機関が正当な理由もないのに指紋の押捺を強制することは憲法
13条の趣旨に反し許されません。そして、この自由の保障は、在留外国人にも等
しく及びます（指紋押捺拒否訴訟、最判平7.12.15）。

 2 〇	 【SEC１	1外国人の人権】
在留外国人には、再入国の自由は認められておらず、外国に一時旅行する自由を
保障されているものではありません（森川キャサリン事件、最判平4.11.16）。

 3 〇	 【SEC１	1外国人の人権】
政治活動の自由は、日本の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等
外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、そ
の保障が及びます（マクリーン事件、最大判昭53.10.4）。

 4 〇	 【SEC１	1外国人の人権】
在留外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することは、日本の法体系
の想定するところではありません（外国人職員昇任試験拒否訴訟、最大判平17.1.26）。

 5 〇	 【SEC１	1外国人の人権】
社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、

特別の条約の存しない限り、その政治的判断によりこれを決定することができます
（塩見訴訟、最判平元 .3.2）。

正解… 1

肢1・2

具体例にあわせて外国人に人権が認められるかどうかの判例の結論を知っていれば正解を

導き出せます。肢1：指紋押捺を強制されない自由→保障されるから×、肢2：外国に一時

旅行する自由（再入国の自由）→保障されないから○といった感じです。

ワンポイントアドバイス
神田Tの
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① ② ③ ④ ⑤

学 習 日

理 解 度
（○/△/×）

私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述のうち、
最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

 1  私人間においては、一方が他方より優越的地位にある場合には私法の
一般規定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことができるが、それ以外の場
合は、私的自治の原則によって問題の解決が図られるべきである。

 2  私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定
することができるが、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは憲
法19条に反し許されない。

 3  性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶ
ことになるので、男女間で定年に差異を設けることについて経営上の合
理性が認められるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。

 4  自衛隊基地建設に関連して、国が私人と対等な立場で締結する私法上
の契約は、実質的に公権力の発動と同視できるような特段の事情がない
限り、憲法9条の直接適用を受けない。

 5  企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信
条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想
信条を理由に不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とするこ
とはできない。

問題003 

重要度

B 私人間効力  H25－4　



9

人

 権

CH
2

第

1
編

憲 

法

解説

 1 ×	 【SEC２	2私人間効力】
一方が他方より優越的地位に立つ関係にあるとしても、私人間の法律関係に憲法

の効力を直接及ぼすことにはなりません（三菱樹脂事件、最大判昭48.12.12）。

 2 ×	 【SEC２	2私人間効力】
憲法19条は私人間に直接適用されるものではなく、また、私立学校はその建学

の精神に基づく校風と教育方針に照らし学則を制定でき、学生の政治活動を理由に
退学処分を行ったことも許されます（昭和女子大事件、最判昭49.7.19）。

 3 ×	 【SEC２	2私人間効力】
憲法14条1項は私人間に直接適用されるわけではありません。なお、私企業が

労働者について性別のみによる不合理な差別を定めていれば、民法90条の規定に
より無効とされます（日産自動車事件、最判昭56.3.24）。

 4 〇	 【SEC２	2私人間効力】
国が私人と対等な立場で締結する私法上の契約は、実質的に公権力の発動と同視

できるような特段の事情のない限り、憲法9条の直接適用を受けません（百里基地訴
訟、最判平元 .6.20）。

 5 ×	 【SEC２	2私人間効力】
私企業が、思想信条を理由に雇い入れを拒むことは許されますが、いったん雇い
入れた労働者を思想信条を理由として不利益な取扱いをすることは許されません
（三菱樹脂事件、最大判昭48.12.12）。

民法90条 憲法14条1項
A

Ｂ
私人

私人

正解… 4

肢4

私人間効力では「直接適用しない」がキーワードです。肢1や肢3のように直接及ぶという

フレーズが出てくると×、肢4のように直接適用を受けないというフレーズが出てくると○と判

断すれば正解を導き出せます。

ワンポイントアドバイス
神田Tの
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150」「行政書士　しっかりわかる講義生中継　憲法」
「行政書士　しっかりわかる講義生中継　商法・会社法」
などがある。
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